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議員提出議案第２７号 

 

大阪市会委員会条例の一部を改正する条例案 

 

 本案を別紙のとおり提出する。 

 

                                                   平成２６年９月１９日 

 

大阪市会議長 床 田 正 勝 様 
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（別 紙） 

大阪市会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 大阪市会委員会条例（昭和31年大阪市条例第28号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第３号中エを削る。 

   附 則 

この条例は、大阪市市民病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例（平成26年大阪

市条例第90号）の施行の日から施行する。 

 

説 明 

 病院局の廃止に伴い、常任委員会の所管を改めるため、条例の一部を改正する必要があ

るので、この案を提出する。 

 

（参 照）  

                                 （傍線は削除） 

 

大阪市会委員会条例（抄） 

 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 省 略 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。ただし、区役所

の所管に属する事項のうち、財政総務委員会以外の常任委員会の所管にかかわるものに

あっては、それぞれ当該常任委員会が所管するものとする。 

 ⑴－⑵ 省 略 

 ⑶ 民生保健委員会 14人 

  ア－ウ 省 略 

  エ 病院局の所管に属する事項 

 ⑷－⑹ 省 略 

３ 省 略 


